
�

【
土
木
工
事
部
門
】　

請
負
事
業
者　
内
藤
建
設
工
業
㈱

技
術
者　
増
田　
篤
行

工
事
名　
公
共
下
水
道
汚
水
管か
ん
き
ょ渠

築
造
工
事（
児
玉
２
‐
１
工
区
）

【
建
築
工
事
部
門
】

請
負
事
業
者　
㈱
滝
澤
建
設

技
術
者　
滝
澤　
千
朗

工
事
名　
本
庄
市
消
防
団
児
玉
方

面
隊
第
１
分
団
第
１
部
器
具
置

場
新
築
外
工
事

請
負
事
業
者　
横
尾
建
設
㈱

技
術
者　
千
葉　
靖

工
事
名　
本
庄
駅
自
由
通
路
橋
脚

耐
震
補
強
工
事

【
電
気
工
事
部
門
】

請�

負
事
業
者　
藤
田
エ
ン
ジ
ニ
ア

リ
ン
グ
㈱
埼
玉
支
店

技
術
者　
岡
部　
航
大

工
事
名　
第
二
浄
水
場
監
視
制
御

及
び
無
停
電
電
源
設
備
更
新
工
事

【
管
工
事
部
門
】

請
負
事
業
者　
加
納
設
備
㈱

技
術
者　
田
中　
大
介

工
事
名　
田
中
市
営
住
宅
第
５
期

ト
イ
レ
水
洗
化
外
改
修
工
事

【
ほ
装
工
事
部
門
】　

請
負
事
業
者　
㈲
鳥
山
工
業

技
術
者　
齋
藤　
好
昭

工
事
名　
市
道
第
１
級
15
号
線
舗

装
修
繕
工
事

【
そ
の
他
工
事
部
門
】

請
負
事
業
者　
㈲
清
水
工
業

技
術
者　
田
中　
孝
之

工
事
名　
上
水
道
配
水
管
布
設
20

‐
８
号
工
事
（
東
台
本
庄
工
区
）

★
財
政
課
☎
25
‐
１
１
６
５

令
和
４

令
和
４
年
度
年
度優

秀
工
事
表
彰

　
令
和
３
年
度
に
完
成
し
た
市
発
注
の
建
設
工
事
に
お
い
て
、
特

に
優
秀
な
成
績
で
完
成
し
、
他
の
模
範
と
認
め
ら
れ
る
請
負
事

業
者
と
そ
の
技
術
者
に
対
し
、表
彰
を
行
い
ま
し
た
。（
敬
称
略
）

市
職
員
の
人
事
異
動

10
月
31
日
付
け
　
退
職

▽
堀
口　
栞
里
（
保
健
部
保
育
課
保
育
士
）

★
行
政
管
理
課
☎
25
‐
１
１
６
０

 
現
在
開
催
中
の
企
画
展
「
久
下
東
・
久
下
前

遺
跡
展
」。
学
芸
員
が
展
示
資
料
を
解
説
し
な

が
ら
見
ど
こ
ろ
を
紹
介
す
る
ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
を

開
催
し
ま
す
。

日�

時　
12
月
10
日
㈯
、
11
日
㈰
、
17
日
㈯
、
18

日
㈰　
午
前
10
時
～
、
午
後
２
時
～

会
場　
本
庄
早
稲
田
の
杜
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
２
階

講
師　
本
庄
早
稲
田
の
杜
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
学
芸
員

対
象　
ど
な
た
で
も

定
員　
各
10
名
（
当
日
先
着
順
）

※
事
前
申
込
不
要
。
開
始
時
間
５
分
前
ま
で
に

会
場
入
口
に
集
合
し
て
く
だ
さ
い
。

企画展を深堀り！企画展を深堀り！
学芸員によるガイドツアー学芸員によるガイドツアー
★ 本庄早稲田の杜ミュージアム☎71-６８７８★ 本庄早稲田の杜ミュージアム☎71-６８７８
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パブリックコメント
皆さんの意見を募集します

①次期本庄市行政改革大綱（案）

　職員自らが事務を改善すること
で市民サービスの向上や行政経費
の削減を図り、効率的・効果的な
市政運営を実現するため、行政改
革に取り組んでいます。
　このたび、平成30年度からの
５年間を対象期間とした行政改革
大綱が終了することから、新たに
令和５年度からの５年間を対象期
間とする次期本庄市行政改革大綱
の策定を進めています。
★ 企画課（市役所３階）☎25-

１１５７

②次期本庄市教育大綱（案）

　教育、学術及び文化の振興に関す
る総合的な施策について、その目
標や施策の根本となる方針である
教育大綱を定めています。
　このたび、平成30年度からの
５年間を対象期間とした教育大綱
が終了することから、新たに令和
５年度からの５年間を対象期間と
する次期本庄市教育大綱の策定を
進めています。
★企画課☎25-１１５７

③�第４次本庄市男女共同参画
プラン（案）

　すべての市民が男女共同参画へ
の十分な理解と意識を持ち、誰も
があらゆる社会的な活動に意欲的
に参画できる魅力的なまちづくり
を目指すための施策を総合的・計画
的に推進する、本庄市男女共同参
画プランを策定しています。
　このたび、令和５年度からの５
年間を計画期間とする第４次本庄
市男女共同参画プランの策定を進
めています。
★ 市民活動推進課（市役所３階）

☎25-１１１８

　パブリックコメントとは、市民の皆さんの生活に広
く影響を及ぼす重要な政策（条例や計画）を作成する
際に、事前にその案を公表して意見を求め、また、寄
せられた意見が政策に生かせるか検討して最終的な市
の意思決定を行う制度です。
　このたび、次のとおり３つの計画等の案がまとまり
ましたので、皆さんの意見を募集します。

＜意見を募集する計画等＞

①次期本庄市行政改革大綱（案）
②次期本庄市教育大綱（案）
③第４次本庄市男女共同参画プラン（案）

＜募集に関する共通事項＞

●閲覧・意見募集期間

　12月７日㈬～令和５年１月６日㈮

●対象（次のいずれか）
市内在住・在勤・在学者、市内に事務所または事業
所を有する方、市税の納税義務を有する方、各事案
に利害関係を有する方

●閲覧場所
企画課（市役所３階）、支所総務課（アスピアこだ
ま２階）、市民活動推進課（はにぽんプラザ１階）、

図書館（本館・児玉分館）、市
※③のみ市民活動推進課（市役所３階）でも閲覧可。
●閲覧時間
　各閲覧場所の開庁・開館時間
●意見の提出方法　
　 所定の用紙に必要事項を記入のうえ、郵送、 、

または直接担当課へ
※詳しくは、各閲覧場所及び市 で配
付の用紙をご覧ください。

●意見の取り扱い
意見に対する考え方及び修正案は、内容を公表し　
ます。類似の意見はまとめて公表します。住所・氏
名等は公表しません。また、意見に対する個別の回
答は行いません。

市


